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『加入・履行証明書』発行の正確な判定には、『共済証紙受払簿』の適正な記入が不可欠です。 

記入の注意点などをまとめましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。 

 

＜前年度繰り越し分を記入＞ 

前期からの繰り越し分がある場合は、必ず繰り越し日数を記入してください。（記入箇所は『共済

証紙受払簿』の記入例をご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『共済証紙受払簿』の記入の注意点 

 

「前年度繰り越し分」の入力がないと、 

正しい発行の可否の判定ができません。 

また、前年度正確に「共済証紙受払簿」

を作成しておらず、「前年度繰越分」がわ

からないといった場合も、正しく判定が

できず証明書が発行できなくなる 

恐れがあるので注意してね！ 
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＜JV工事について＞ 

 

JV 工事において、代表企業が構成企業の分もまとめて共済証紙を購入した場合は、購入実績は

代表企業にすべてカウントされます。 

この場合、代表企業は『共済証紙受払簿』に JV工事で購入した分を記載します。 

また代表企業は、構成企業に現物交付した分について、「払出欄」の「下請へ交付」の欄に記入し

てください。 
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構成企業は、代表企業から現物交付を受けた分について、「受入欄」の「元請から受入」の欄に記

入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JV 工事については、専用の受払簿を作成する必要はありません！ 

普段からつけていただいている「共済証紙受払簿」に、JV 工事の購入分や払出、受入について記

入してください。 

詳しい記入方法については、「【記入例】JVにおける共済証紙受払簿の書き方」をご確認ください。 
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＜記入におけるポイント、注意点＞ 

 

⚫ 『共済証紙受払簿』は事業年度ごとに作成してください。 

⚫ 前年度の繰り越した証紙の枚数を必ず期首にご記入ください。 

⚫ 電子申請専用サイトで購入した退職金ポイントについては、共済証紙

受払簿にご記入いただく必要はありません。 

⚫ 共済証紙を購入したら、都度忘れずに受払簿に記入してください。記入

漏れ等があると「加入・履行証明願」提出前確認様式で正しい判定が出

ません。記入漏れのないようご注意ください。 

 


